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平成２９年度の事業計画・予算を決定

３月２１日開催の理事会において、平成２９年

度の事業計画案及び予算案を審議・決定しました。

事業計画の骨子は、次のとおりです（詳しくは、

当協議会のホームページをご覧ください｡）｡

Ⅰ 総 務 関 係

１ 規約の見直しの対応

２ 賛助会員の拡充

Ⅱ 広 報 関 係

１ 加盟事業者等に対する規約の普及啓発活動

(1) 規約の周知徹底

(2) 研修会等の実施

① 会員団体等が実施する研修会等への協力

② 賛助会員等に対する研修会

③ 不動産広告管理者養成講座の開催

(3) 業界専門誌等の記事又は広告による規約遵

守の働きかけ

(4) 公正表示ステッカーの頒布

２ 一般消費者に対する啓発

(1) 「不動産広告あらかると」等による啓発

① 消費者向けリーフレット「不動産広告あ

らかると」の配布及び消費者向けポスター

の作成

② 国民生活センター、地区内の都県、消費

生活センター、会員団体等が開催する催事

への協力等

(2) インターネット検索サイト、不動産情報サ

イト等への広告の掲載

(3) ホームページの消費者向けページの拡充

３ 経常的活動の広報

(1) 「公取協通信」の発行

(2) ホームページにおける広報

(3) 新加盟事業者への啓蒙

Ⅲ 渉 外 関 係

１ 一般消費者からの相談・苦情等の処理

２ 会員団体事務局連絡会議の開催

３ 不動産広告懇談会の開催

４ 自主規制推進連絡協議会への参加

５ 関係団体との連携

６ 関係行政機関との連携

Ⅳ 調 査 指 導 関 係

１ 規約違反行為の未然防止等の対応

(1) 事前相談業務の拡充

(2) 規約違反者を対象とする規約等説明会の開催

(3) 「公正競争規約指導員」の養成の推進

(4) 広告会社等に対する協力依頼

(5) 「ポータルサイト広告適正化部会」の開催

(6) 広告関係団体等との連携

２ 不動産広告収集モニターの収集広告に係る点

検指導

３ 規約に基づく公正かつ厳正な措置

４ インターネットの広告表示の適正化

(1) インターネット広告の監視強化

(2) 厳重警告・違約金課徴の措置を講じた事業

者に対し、１月から実施している「ポータル

サイト広告適正化部会」メンバーのサイトへ

の１か月以上の掲載停止処分を、他のサイト

にも、同様の対応を採るよう働きかける。

(3) 不動産情報サイトの賃貸物件広告に対する

一斉調査の実施

５ 屋外広告物の掲出是正

Ⅴ 不動産公正取引協議会連合会関係

１ 連合会事業への積極的参加

２ 各地区協議会の規約違反事案に対する調査、

措置及びこれらの手続き等に対する協力

３ 規約研修会講師育成の協力
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■３月３日(金) 総務委員会

当協議会会議室において、午後１２時４０分か

ら、総務委員会を開催しました。

会議では、牧山副会長・総務委員長の挨拶の後、

「平成２９年度事業計画案及び予算案」、「就業

規則、職員給与規程及び退職金規程の変更」、

「運営規程及び経理規程の変更」について審議・

承認し、これを３月２１日開催の理事会に上程す

ることとしました。

■３月３日(金) 一般社団法人不動産流通経営協

会広告マニュアルワーキング

同協会会議室（港区）において、午後３時から、

標記会議が開催され、当協議会から齊藤事務局長

が出席しました。

会議では、「ＦＲＫインターネット広告マニュ

アル制作案」について意見交換が行われました。

■３月８日(水) 公益社団法人日本広告審査機構

（ＪＡＲＯ）理事会

同機構の会議室（中央区）において、午後４時

から、標記会議が開催され、当協議会から谷専務

理事が出席しました。

会議では、「新規入会申込社」、「平成２８年

度決算見込み」、「平成２９年度事業計画案及び

予算案」、「部会員の交代」が審議・承認された

後、「理事長・専務理事の業務報告」、「部会・

委員会の報告」、「役員継続確認」等の報告が行

われました。

■３月１０日(金) 第３回 規約改正に係るワー

キンググループ

当協議会会議室において、午後１２時４５分か

ら、標記会議を開催しました。

会議では、同グループのメンバー１５社・１５

名が出席し、引き続き、公正競争規約の改正要望

事項について協議・検討を行いました。

■３月１４日(火) 一般社団法人全国公正取引協

議会連合会 理事会

霞が関ビル東海大学校友会館（千代田区）にお

いて、午前１０時から第４回理事会が開催され、

当協議会から谷専務理事がオブザーバーとして出

席しました。

会議では、「平成２９年度事業計画及び収支予

３月の業務概況

会 議 等

算」が協議され、「平成２８年度第２回業務報

告」が行われました。

■３月１６日(木) 調査指導委員会・事情聴取会

当協議会会議室において、午後１２時４０分か

ら、調査指導委員会（第１小委員会主宰）を開催

しました。

会議では、桃野副会長・調査指導委員長の挨拶

の後、谷専務理事から「平成２９年２月度の処理

件数等の状況」など、前回の調査指導委員会以降

の業務概況を報告しました。

引き続き、消費者庁、国土交通省、東京都、埼

玉県及び一般財団法人不動産適正取引推進機構の

担当者出席のもとに事情聴取会を開催し、荻原副

会長・第１小委員会委員長の司会により、まず事

務局職員から、当日、事情聴取を予定している５

社の広告表示等の調査結果について説明を行い、

次いで、５社の代表者等から表示規約違反の疑い

のある広告表示について、その作成経緯、表示内

容と事実の相違点、今後の改善策等について事情

聴取を行いました。

その後、事情聴取を行った事案に対する調査指

導委員会としての事実認定と違反内容を勘案した

措置案について審議・決定し、３月２１日開催の

理事会に諮ることとしました。

■３月１６日(木) 一般社団法人不動産流通経営

協会 広告マニュアルワーキング

同協会会議室（港区）において、午後２時から、

標記会議が開催され、当協議会から齊藤事務局長

が出席しました。

会議では、「ＦＲＫインターネット広告マニュ

アル制作案」について意見交換が行われました。

■３月１６日(木) 公益財団法人広告審査協会

定時評議員会

新有楽町ビル（千代田区）において、午後４時

から、標記会議が開催され、当協議会から谷専務

理事が出席しました。

会議では、「平成２８年度財務諸表等及び事業

報告」の説明が行われました。

■３月２１日(火) 第１２回理事会

ホテルメトロポリタンエドモント（千代田区）

において、午後１時から、平成２８年度第１２回

理事会を開催しました。

会議では、中井会長が議長となり挨拶の後、初

めに、谷専務理事の提案により、「賛助会員の入

会」(後掲)について審議・承認しました。

続いて、牧山副会長・総務委員長の提案により、

「平成２９年度事業計画案及び予算案」、「運営
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規程及び経理規程の一部変更」及び「就業規則、

職員給与規程及び退職金規程の全部変更」につい

て審議・承認しました。

次に、桃野副会長・調査指導委員長の提案によ

り「公正競争規約違反事業者社に対する措置」に

ついて審議し、後掲の５社に対し厳重警告及び違

約金課徴の措置（調査指導委員会の措置案のとお

り）を決定しました。

最後に、谷専務理事から、２月度における措置

業者（厳重警告・違約金課徴４社）に対する不動

産情報サイトの掲載停止処分等の状況及び前回の

理事会以降の業務概況等を報告しました。

■３月２２日(水) 不動産取引関係機関連絡協議

会（第３６回幹事会）

一般財団法人不動産適正取引推進機構の会議室

（港区）において、午後２時から、国土交通省主

催の標記会議が同省土地・建設産業局不動産業課、

消費者庁、警察庁、独立行政法人国民生活センタ

ー、一般財団法人不動産適正取引推進機構、公益

社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、公益社

団法人全国宅地建物取引業保証協会、一般社団法

人不動産協会、一般社団法人全国住宅産業協会、

公益社団法人全日本不動産協会及び当協議会を出

席メンバーとして開催され、当協議会から事務局

長が出席しました。

会議では、不動産業課不動産業指導室の大澤不

動産業監視官から挨拶の後、担当官から「宅地建

物取引業の現状等」、「改正宅建業法の概要」、

「ＩＴ重説概要」、「おとり広告課長通知」につ

いて説明があり、次に、警察庁生活安全局の担当

官から「平成２８年不動産関係事犯検挙状況」に

ついて説明の後、当協議会から「公正競争規約違

反に対する処理状況及び違反事業者への新たな対

応」について説明し、これらの事項について、質

疑応答が行われました。

■３月２４日(金) 不動産広告懇談会

ホテルグランドヒル市ヶ谷（新宿区）において

午後３時３０分から、不動産広告の実施頻度が高

い２６社（維持会員を含む。）の担当者３０名の

出席を得て、平成２８年度第３回目の標記懇談会

を開催しました。

会議では、事務局から「平成２９年度事業計

画」、「違反物件情報等の共有」、「規約違反に

対する処理状況」、「公正競争規約の改正（進捗

状況）」及び「平成２９年度定時社員総会懇親会

の開催（６月１４日(水)）」等について説明した

後、これらの事項について質疑応答を行いました。

■３月３０日(木) ポータルサイト広告適正化部会

当協議会会議室において、午後３時から、標記

会議を開催しました。

会議では、同部会のメンバー５社（アットホー

ム株式会社、株式会社ＣＨＩＮＴＡＩ、株式会社

ネクスト、株式会社マイナビ及び株式会社リクル

ート住まいカンパニー）・１０名が出席し、部会

長から、「啓発テーマ及び違反物件情報の共有件

数」、「不動産事業者情報の共有」、「来年度の

取り組み」、「ポータルサイト運営会社へ調査委

託をする旨の告知（依頼）」及び「表示規約の改

正（要望）」について報告・説明があり、これら

の事項について意見交換を行いました。

３月２１日開催の第１２回理事会において、次

の広告会社を賛助会員として、入会の承認をしま

した。

なお、これにより賛助会員数は１２４社となり

ます。

社 名：株式会社ディー・プラス

代表者：太田 吉昭 氏

所在地：群馬県前橋市日吉町４－３８－２３

３月２９日(水)、午後３時１５分から、スクワ

ール麹町（千代田区）において、過去３年間にお

ける規約違反事業者を対象とした「公正競争規約

等説明会」を開催し、６２社・１１４名の参加が

ありました。

研修会では、「不動産広告ハンドブック」を用

いて規約の内容及び本年１月度の措置から行って

いる「措置業者（厳重警告・違約金課徴）に対す

る『ポータルサイト広告適正化部会』の構成メン

バー５社が運営する不動産情報サイトの掲載停止

処分等の状況」について説明しました。

違反事業者向け規約等説明会

賛助会員の入会
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会員団体等が主催する公正競争規約研修会に講

師として当協議会職員を派遣しています。

３月度は、次のとおり４会場・４００名を対象

として実施されました。

◆３月 ９日

主催：(公社)神奈川県宅地建物取引業協会

対象：新入会員事業者３４名（横浜市）

◆ １０日

主催：(公社)東京都宅地建物取引業協会

対象：新入会員事業者１３名（小平市）

◆ １７日

主催：(一社)千葉県宅地建物取引業協会

対象：新入会員事業者５３名（千葉市）

◆ １７日

主催：(公社)全日本不動産協会 東京都本部

対象：新入会員事業者３００名（千代田区）

３月度の厳重警告及び違約金課徴の措置を講じ

たのは、次の５社です。

これら５社については、「ポータルサイト広告

適正化部会」のメンバー５社が運営する不動産情

報サイト（アットホーム、スーモ、ＣＨＩＮＴＡ

Ｉ、ライフルホームズ、マイナビ賃貸）への広告

掲載が、原則として１か月以上停止となります。

Ａ社：横浜市西区所在 免許更新回数(３)

《措置：厳重警告・違約金》

対象広告：インターネット広告（ホームズ）

賃貸住宅９物件

◆おとり広告

◎ 新規に情報公開後に契約済みとなり、取引で

きないにもかかわらず、更新を繰り返し、広告

時点まで長いもので５か月以上、短いものでも

約３週間継続して広告（８件）。

◆取引内容の不当表示

◎ 最寄駅からの徒歩所要時間について、実際よ

りも２分短く表示（３件）。

・「武蔵小杉駅 徒歩１０分」⇒ 徒歩１２分

・「向河原駅 徒歩６分」⇒ 徒歩８分

・「武蔵中原駅 徒歩６分」⇒ 徒歩８分

◎「６階／６階建」⇒ ６階建の５階（１件）。

◆取引条件の不当表示

会員団体等主催の研修会

公正競争規約違反に対する措置等

◎「保証会社 －」等と記載し、保証会社の利

用が不要であるかのように表示 ⇒ 保証会社利

用が取引の条件であり、保証料を要す（２件）。

◎「保証会社利用料：初回保証料５０％ 保証人

有り３０％」⇒ 保証料の額（契約時及び２年目

以降の額）を明瞭に記載していない（１件）。

◎ 備考欄に「別途保証金 賃料２ヶ月分（契約

時償却）」と記載する一方、「保証金 敷引・

償却金 －／－」と記載 ⇒ 月額賃料の２か月

分の保証料を要し、全額償却される（１件）。

◎「敷金 礼金 １ヶ月／１ヶ月」、「保証金

敷引・償却金 －／－」と記載し、敷金が償

却されないかのように表示 ⇒ 全額償却される

（１件）。

◎ ｢敷金 無」、「ペット相談」⇒ ペットを飼

育する場合は、敷金が月額賃料の１か月分とな

る旨不記載（１件）。

◎ ｢敷金 １ヶ月」⇒ 敷金２か月（１件）

◎ 鍵交換費用（３件）、ルームクリーニング費用

（２件）及びエアコンクリーニング費用（１件）

を必要とするのに、その費目及びその額不記載。

Ｂ社：さいたま市南区所在 免許更新回数(１)

《措置：厳重警告・違約金》

対象広告：インターネット広告（ホームズ）

賃貸住宅１０物件

◆おとり広告

◎ 新規に情報公開後に契約済みとなり、取引で

きないにもかかわらず、更新を繰り返し、広告

時点まで長いもので９か月半以上、短いもので

も１か月半以上継続して広告（１０件）。

◆取引条件の不当表示

◎「保証会社利用料：１００００円」⇒ この他

に月額１,６００円の保証料を要する旨不記載

（１件）。

◎「リブリクラブ会費 ７,０００円」⇒ 入会

金７,５６０円及び毎月２,１６０円の会費を要

す（１件）。

◎「保証会社 －」等と記載し、保証会社の利

用が不要であるかのように表示 ⇒ 保証会社利

用が取引の条件であり、保証料を要す（２件）。

◎「インターネット使用料無料」⇒ 通信量に応

じて使用料を要す（１件）。

◎「敷金 １ヶ月」、「ペット相談」⇒ ペット

を飼育する場合は、敷金が月額賃料の２か月分

となる旨不記載（１件）。

◎「保証会社利用料：総賃料の５０％」⇒ 保証

料の額（契約時及び２年目以降の額）を明瞭に

記載していない（１件）。
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◎ ルームクリーニング費用（９件）、リブリク

ラブ入会費（１件）、カードキー発行料（１

件）、鍵交換費用（１件）及びＩＣロック電池

費用（１件）を必要とするのに、その費目及び

その額不記載。

◆取引内容の不当表示

◎「ＣＡＴＶ」（１件）、「床下収納」（１

件）⇒ いずれも設置なし。

Ｃ社：渋谷区所在 免許更新回数(１)

《措置：厳重警告・違約金》

対象広告：インターネット広告（スーモ）

賃貸住宅１０物件

◆おとり広告

◎ 新規に情報公開後に契約済みとなり、取引で

きないにもかかわらず、更新を繰り返し、広告

時点まで長いもので２か月半以上、短いもので

も１４日間継続して広告（１０件）。

◆取引条件の不当表示

◎ 家賃保証会社の利用が取引の条件である旨及

び保証料の額不記載（５件）。

◎ 鍵交換費用（７件）、ルームクリーニング費

用（３件）、２４時間サポート費用（２件）、

室内抗菌消臭費用（１件）及び通信事務費用

（１件）を必要とするのに、その費目及びその

額不記載。

Ｄ社：新宿区所在 免許更新回数(２)

《措置：厳重警告・違約金》

対象広告：インターネット広告（マイナビ賃貸）

賃貸住宅７物件

◆おとり広告

◎ 新規に情報公開後に契約済みとなり、取引で

きないにもかかわらず、更新を繰り返し、広告

時点まで長いもので約９か月間、短いものでも

２か月半以上継続して広告（６件）。

◆取引条件の不当表示

◎「敷金 １ヶ月」、「ペット可」⇒ ペットを

飼育する場合は、敷金が月額賃料の２か月分と

なる旨不記載（１件）。

◎ ルームクリーニング費用（３件）、鍵交換費

用（１件）及びエアコン洗浄費用（１件）を必

要とするのに、その費目及びその額不記載。

Ｅ社：渋谷区所在 免許更新回数(８)

《措置：厳重警告・違約金》

対象広告：インターネット広告（マイナビ賃貸）

賃貸住宅１０物件

◆おとり広告

◎ 既に契約済みで取引できないにもかかわらず、

契約日の９日後に新規に情報公開を行い、以降

更新を繰り返し、広告時点まで約１年８か月継

続して広告（１件）。

◎ 新規に情報公開後に契約済みとなり、取引で

きないにもかかわらず、更新を繰り返し、広告

時点まで長いもので約１年７か月、短いもので

も２２日間継続して広告（９件）。

◆取引内容の不当表示

◎ 最寄駅からの徒歩所要時間について、実際よ

りも１分から８分短く表示（６件）。

・「日比谷線広尾駅 徒歩１０分」⇒ 歩１４分

・「東急世田谷線三軒茶屋駅 徒歩１８分」⇒

歩２１分

・「東急田園都市線三軒茶屋駅 徒歩１０分」

⇒ 歩１８分

・「東急田園都市線池尻大橋駅 徒歩１３分」

⇒ 歩１５分

・「小田急小田原線下北沢駅 徒歩３分」⇒ 歩

４分

・「京王井の頭線下北沢駅 徒歩３分」⇒ 歩４分

◎ 建築年月について、実際よりも３年５か月か

ら１６年６か月短く表示（３件）。

・「築年月 １９８５年４月」⇒ １９７３年４

月築

・「築年月 １９８９年４月」⇒ １９８５年１１

月築

・「築年月 １９９０年７月」⇒ １９７４年１

月築

◎ 建物の外観写真を掲載 ⇒ 実際のものとは異

なるため、掲載不可（１件）。

◎「礼金 １ヶ月」⇒ 礼金２か月（１件）

◎「建物構造 ＳＲＣ（鉄骨鉄筋コンクリー

ト）」⇒ 鉄骨造り（１件）

◎「角部屋」⇒ 角部屋ではない（１件）

◎「ルームシェア可」⇒ 不可（１件）

◎「ＣＡＴＶ」⇒ 設置なし（１件）

◆取引条件の不当表示

◎ 住宅保険の欄を空欄にし、住宅保険の加入が

不要であるかのように表示 ⇒ 住宅保険の加入

を要す（１件）。

◎ 家賃保証会社の利用が取引の条件である旨及

び保証料の額不記載（１件）。

◎ 鍵交換費用（１件）、２４時間サポート費用

（１件）及び契約事務手数料(１件)を必要とす

るのに、その費目及びその額不記載。


